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第３章 まん延防止 
 
第１節 準備期 

（１） 目的 

新型インフルエンザ等の発生時に、確保された医療提供体制で対応できるレベルに感染拡

大のスピードやピークを抑制することで、町民の生命及び健康を保護する。 

また、有事におけるまん延防止対策への協力を得るとともに、まん延防止対策による社会的

影響を緩和するため、町民や事業者の理解促進に取り組む。 

 

（２） 所要の対応 

1-1 新型インフルエンザ等の発生時の対策強化に向けた理解や準備の促進等 

① 町は、行動計画に基づき、新型インフルエンザ等対策として想定される対策の内容やその

意義について周知広報を行う。その際、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、町民の生

命及び健康を保護するためには町民一人ひとりの感染対策への協力が重要であることの必

要性について、町民や事業者の理解促進を図る。 

② 町は、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染対策

の普及を図る。 

また、自らの感染が疑われる場合は、感染を広げないように不要不急の外出を控えること、

マスクの着用等の咳エチケットを行うこと等の有事の対応等について、平時から理解促進を

図る。 

③ 町は、まん延防止等重点措置による休業要請、新型インフルエンザ等緊急事態1における

緊急事態措置による不要不急の外出の自粛要請や施設の使用制限の要請等の新型インフ

ルエンザ等の発生時に実施され得る個人や事業者におけるまん延防止対策への理解促進

を図る。 

 

第２節 初動期 

（１） 目的 

町内でのまん延の防止やまん延時に迅速な対応がとれるように準備等を行う。 

 

（２） 所要の対応 

2-1 町内でのまん延防止対策の準備 

町は、国からの要請を受けて、業務継続計画に基づく対応の準備を行う。 

 

 

 
1 特措法第 32条第 1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態をいう。以下同じ。 


